
 

 

 

 

 

 

 

綾瀬都市計画都市再開発の方針 
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綾瀬都市計画都市再開発の方針の変更（神奈川県決定） 

 

 

都市計画都市再開発の方針を次のように変更する。 

 

都市再開発の方針 

「別添のとおり」



 

 

理 由 書 

 

 本区域において、健全な発展と秩序ある整備を図る上で、望ましい土地利用の密度に比して現況の

土地利用の密度が著しく低く、土地の高度利用を図るべき一体の市街地の区域及び都市構造の再編や

防災上の観点から土地利用の転換や市街地の整備・改善を図る必要がある一体の市街地の区域等につ

いて、再開発の目標、土地の高度利用及び都市機能の更新に関する方針等を定め、適切な規制・誘導

を図るため、本案のとおり変更するものです。 

 深谷中一丁目地区については、市の中心商業地として、商業機能の強化をし、にぎわい・交流の場

として魅力のある中心市街地の形成を図るため、計画的に市街地の再開発を行うべき区域として追加

するものです。 



綾瀬・都再－1 

１ 基本方針 

(１) 都市再開発の方針 

本区域においては、まちづくりの根幹的な基盤でもあり防災上も不可欠な道路の整備に重点を

置き、残された緑の保全と新たな緑の創造をしながら自然と調和した安全で快適な市街地の開発

及び整備を進める。 

 

(２) 既成市街地の再開発の方針 

① 土地の高度利用に関する方針 

深谷中一丁目地区は、市の中心商業地として、商業機能を強化し、にぎわい・交流の場とし

て魅力のある中心市街地の形成を図る。県道 42 号(藤沢座間厚木)沿いの大上・寺尾中地区等

の商業地については、商業機能等の集積とともに基盤施設の整備を進め、本区域における生活

拠点商業地としてふさわしい土地の高度利用を図る。 

② 用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

上土棚北地区及び大上地区等の住宅と工業等の土地利用が混在している地区については、地

区計画等の活用により、街区単位の土地利用の純化を推進し、良好な居住環境及び生産環境の

形成を図る。 

工場等の跡地については、地域特性に応じ適切な土地利用を行うために計画的な用途転換を

図り、無秩序な土地利用転換による都市環境の悪化の防止を図る。 

③ 居住環境の改善又は維持に関する方針 

深谷上地区、上土棚北地区等の道路等の整備の立ち遅れている住宅密集地においては、積極

的に都市基盤整備を推進し、居住環境の改善を図る。 

④ 既存の工業地における公害防止に関する方針 

工業地と住宅地が接する地区については、緩衝緑地等の確保を図るとともに、工場敷地を積

極的に緑化するよう誘導し、工業地における生産環境と住宅地における居住環境の向上を図る。 

 

２ 計画的な再開発が必要な市街地 

計画的な再開発を行うことにより都市全体の機能の回復、向上に貢献することとなる市街地を一

号市街地として定め、整備・改善を図る。 

一号市街地の目標及び方針は別表のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



綾瀬・都再－2 

別表(一号市街地の目標及び方針) 

地 区 名 １ 大上一丁目東部地区 ２ 大上・寺尾中地区 

面   積 約 4.4ha 約 3.8ha 

再開発の目標 

(都市構造の再編成、建築

物の更新、都市環境の向上

等に係る目標) 

・土地利用の純化を図り、住環境・

生産環境を整備・改善する。 

・市北部の生活拠点商業地として、

商業機能を強化し、地域に密着

した商業空間の形成を図る。 

土
地
の
高
度
利
用
及
び
都
市
機
能
の
更
新
に
関
す
る
方
針 

適切な用途及び密

度の確保、その他の

適切な土地利用の

実現に関する事項 

・工業地、商業地、住宅地が混在

する地区については、土地利用

の純化を図る。 

・幹線道路沿道は、近隣商業地と

して土地の有効利用を図る。 

・生活拠点商業地及び中密度住宅

地として、土地の有効利用を図

る。 

・幹線道路沿道については、車利

用客を中心とした利便性の高い

商業地の形成を図る。 

 

主要な都市施設の

整備に関する事項 

・幹線道路の整備を図る。 ・幹線道路の整備を図る。 

・商業施設周辺におけるポケット

パークの整備を図る。 

 

都市の環境、景観等

の維持及び改善に

関する事項 

・土地利用の純化による、良好な

生産環境及び住環境を形成す

る。 

・歩行者空間やポケットパークの

整備などにより、快適で魅力あ

る商業空間の形成を図る。 

 

その他土地の高度

利用及び都市機能

の更新に関して特

に必要な事項 － － 

要整備地区の名称、面積 

－ － 

二項再開発促進地区の名

称、面積 － － 

 

 



綾瀬・都再－3 

別表(一号市街地の目標及び方針) 

地 区 名 ３ 上土棚南地区 ４ 深谷中一丁目地区 

面   積 約 2.8ha 約 4.1ha 

再開発の目標 

(都市構造の再編成、建築

物の更新、都市環境の向上

等に係る目標) 

・市南部の生活拠点商業地として、

商業機能を強化し、地域に密着

した商業空間の形成を図る。 

・市の中心商業地として、商業機

能を強化し、にぎわい・交流の

場として魅力のある中心市街

地の形成を図る。 

土
地
の
高
度
利
用
及
び
都
市
機
能
の
更
新
に
関
す
る
方
針 

適切な用途及び密

度の確保、その他の

適切な土地利用の

実現に関する事項 

・生活拠点商業地及び中密度住宅

地として、土地の有効利用を図

る。 

・中心商業地として、商業機能の

強化を図り、利便性の向上とに

ぎわいの創出を図る。 

主要な都市施設の

整備に関する事項 

・商業施設周辺におけるポケット

パークの整備を図る。 

－ 

都市の環境、景観等

の維持及び改善に

関する事項 

・歩行者空間やポケットパークの

整備などにより、快適で魅力あ

る商業空間の形成を図る。 

・中心核にふさわしいにぎわい・

交流空間の形成を図る。 

その他土地の高度

利用及び都市機能

の更新に関して特

に必要な事項 － － 

要整備地区の名称、面積 

－ － 

二項再開発促進地区の名

称、面積 － － 
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　方針附図は、「都市再開発の方針」の内容を分かりやすく説明するための補足的な図面であり、計
画的に再開発が必要な市街地、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区
の範囲、広域的、根幹的な交通体系の配置の方針、自然的環境や保全すべき緑地等の方針などをおお
まかに示したものです。
　道路等の構想路線（○○で表示）については、おおむねのネットワークを表示したものであり、位
置を示したものではありません。
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綾瀬都市計画　都市再開発の方針附図（綾瀬市）

凡　　例

主要幹線道路

幹線道路

自動車専用道路

公園緑地(整備済)

公園緑地(構想)

一号市街地

大規模施設

整備済

未整備

構想

整備済

未整備

整備済

未整備

市街化区域

都市計画区域

河川

都市高速鉄道等
（ＪＲ線）

　  道路で、（未整備）には整備中のものも含まれます。

一号市街地
１　大上一丁目東部地区（約4.4ha）

一号市街地
２　大上・寺尾中地区（約3.8ha）

一号市街地
４　深谷中一丁目地区（約4.1ha）

一号市街地
３　上土棚南地区（約2.8ha）
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